
国立大学法人大分大学期末手当，勤勉手当及び期末特別手当支給細則 
平成１６年４月１日制定 

平成１６年細則第１６号 

 

（趣旨） 

第１条  この細則は，国立大学法人大分大学職員給与規程（平成１６年規程第１８号。以下「給

与規程」という。）第２８条から第３０条までに規定される期末手当，勤勉手当及び期末特別手

当の支給に関し必要な事項を定める。 

 

（期末手当の支給を受ける職員） 

第２条  給与規程第２８条第１項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は，同項に規定

するそれぞれの基準日に在職する職員のうち，次に掲げる職員以外の職員とする。 

（１） 無給休職者（国立大学法人大分大学職員就業規則（平成１６年規則第５号。以下「就

業規則」という。）第１５条の規定に該当して休職にされている職員のうち，給与の支給

を受けていない職員をいう。） 

（２） 刑事休職者（就業規則第１５条第１項第２号の規定に該当して休職にされている職員

をいう。） 

（３） 就業禁止者（就業規則第７３条の規定により就業禁止にされている職員をいう。） 

（４） 非常勤職員（給与規程第３１条の規定の適用を受ける職員をいう。）   

（５） 専従休職者（就業規則第１５条第１項第８号の規定に該当して休職にされている職員

をいう。） 

（６） 無給派遣職員（国際機関等へ派遣される職員のうち，給与の支給を受けていない職員

をいう。） 

（７） 育児休業職員（国立大学法人大分大学職員の育児休業等に関する規程（平成１６年規

程第２２号。以下「育児休業規程」という。）により育児休業をしている職員のうち，基

準日以前６か月以内の期間において勤務した期間がない職員に限る。） 

（８） 介護休業職員（国立大学法人大分大学職員の介護休業等に関する規程（平成１６年規

程第２３号。以下「介護休業規程」という。）により介護休業をしている職員のうち，基

準日前６か月以内の期間において勤務した期間がない職員に限る。） 

（９） 交流派遣職員 

（１０） 大学院修学休業職員（国立大学法人大分大学教育職員規程（平成１６年規程第１６

号）第１９条の規定に該当して休職にされている職員をいう。）  

 

第３条 給与規程第２８条第１項に規定する「別に定める職員」とは，次に掲げる職員とし，こ

れらの職員には，期末手当を支給しない。 

（１） 指定職本給表の職員 

（２） その退職し，若しくは解雇され，又は死亡した日において，前条各号のいずれかに該

当する職員であった者 

（３） その退職又は解雇の後基準日までの間において，次に掲げる者となった者 

ア 国立大学法人の職員のうち，期末手当，勤勉手当及び期末特別手当に相当する給与の

支給について，国立大学法人大分大学（以下「本法人」という。）の在職期間を当該国立

大学法人の職員としての在職期間に通算することを認めているもの 

イ 国家公務員（特別職に属する者を含む。） 

ウ 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法（昭和

２９年法律第１４１号）の適用を受ける職員 

エ 検察官 

オ 特定独立行政法人（独立行政法人通則法 （平成１１年法律第１０３号）第２条第２項

に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。）の職員のうち，期末手当，勤勉手当及

び期末特別手当に相当する給与の支給について，本法人の在職期間を当該特定独立行政

法人の職員としての在職期間に通算することを認めているもの 

（４） その退職に引き続き次に掲げる者となった者 



ア 国立大学法人の職員のうち，期末手当，勤勉手当及び期末特別手当に相当する給与の

支給について，本法人の在職期間を当該国立大学法人の職員としての在職期間に通算す

ることを認めているもの 

イ 国家公務員（特別職に属する者を含む。） 

ウ 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の適用

を受ける職員 

エ 特定独立行政法人の職員のうち，期末手当，勤勉手当及び期末特別手当に相当する給

与の支給について，本法人の在職期間を当該特定独立行政法人の職員としての在職期間

に通算することを認めているもの 

オ 公庫等職員（国家公務員退職手当法（昭和２８年法律第１８２号）第７条の２に規定

する公庫等職員及び特別の法律の定めにより同条に規定する公庫等職員とみなされる者

をいう。以下同じ。）のうち，期末手当，勤勉手当及び期末特別手当に相当する給与の支

給について，本法人の在職期間を当該公庫等職員の職員としての在職期間に通算するこ

ととしており，かつ，基準日に相当する日前に当該公庫等を退職し，その退職に引き続

き本法人の職員となった場合に当該職員に対して期末手当，勤勉手当及び期末特別手当

に相当する給与を支給しないこととしている職員（人事交流によるものであり，かつ，

学長が認めた場合） 

カ 地方公務員のうち，期末手当，勤勉手当及び期末特別手当に相当する給与の支給につ

いて，本法人の在職期間を地方公務員としての在職期間に通算することを認めているも

の 

２  給与規程第２８条第１項に規定する「それぞれ在職する職員」には，基準日に退職し，若し

くは解雇され，又は死亡した職員及び同日に新たに職員となった者は職員に含まれる。 

 

（期末手当に係る在職期間） 

第４条  給与規程第２８条第２項に規定する在職期間は，職員として在職した期間とする。 

２  前項の期間の算定については，次の各号に掲げる期間を除算する。 

（１） 第２条第３号から第５号までに掲げる職員（同条第４号に掲げる職員については，勤

務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。）として在職した期間については，

その全期間 

（２） 育児休業規程により育児休業（次に掲げる育児休業を除く。）をしている職員，介護休

業規程により介護休業をしている職員（当該介護休業期間（当該期間が二以上ある場合

は，その期間を合算した期間）が１か月以内である職員を除く。）及び第２条第９号に規

定する職員として在職した期間については，その２分の１の期間 

 ア 子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い日から起算して８週間を経過する日の翌日

までの期間に取得した育児休業であって，当該育児休業の承認を受けた期間（当該期間

が二以上ある場合は，その期間を合算した期間）が１か月以内である育児休業 

  イ 子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い日から起算して８週間を経過する日の翌日

より後の期間に取得した育児休業であって，当該育児休業の承認を受けた期間（当該期

間が二以上ある場合は，その期間を合算した期間）が１か月以内である育児休業 

（３） 休職にされていた期間（次に掲げる期間を除く。） については，その２分の１の期間 

ア  業務上の傷病（通勤災害によるものを含む。）による休職の期間及び結核性疾患による

休職の期間  

イ  その他特別の事由により休職にすることが適当と認められる休職期間のうち特に学長

が認める期間 

 

第５条 前条第１項の在職期間には，次に掲げる期間を算入する。 

（１） 基準日以前６か月以内の期間において，次に掲げる者が職員となった場合には，その

期間内においてそれらの者として在職した期間 

ア 国立大学法人の職員のうち，期末手当，勤勉手当及び期末特別手当に相当する給与の

支給について，当該国立大学法人の職員が本法人の職員となった場合に当該職員に対し

て期末手当，勤勉手当及び期末特別手当に相当する給与を支給しないこととしている国



立大学法人の職員 

イ 国家公務員（特別職に属する者を含む。） 

ウ 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の適用

を受ける職員  

エ 検察官 

オ 特定独立行政法人の職員のうち，期末手当，勤勉手当及び期末特別手当に相当する給

与の支給について，当該特定独立行政法人の職員が本法人の職員となった場合に当該職

員に対して期末手当，勤勉手当及び期末特別手当に相当する給与を支給しないこととし

ている特定独立行政法人の職員 

（２）   基準日以前６か月以内の期間において，次に掲げる者が引き続き職員となった場合は，

その期間内においてそれらの者として在職した期間 

ア 国立大学法人の職員のうち，期末手当，勤勉手当及び期末特別手当に相当する給与の

支給について，当該国立大学法人の職員が引き続き本法人の職員となった場合に当該職

員に対して期末手当，勤勉手当及び期末特別手当に相当する給与を支給しないこととし

ている国立大学法人の職員 

イ 国家公務員（特別職に属する者を含む。） 

ウ 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の適用

を受ける職員  

エ 特定独立行政法人の職員のうち，期末手当，勤勉手当及び期末特別手当に相当する給

与の支給について，当該特定独立行政法人の職員が引き続き本法人の職員となった場合

に当該職員に対して期末手当，勤勉手当及び期末特別手当に相当する給与を支給しない

こととしている特定独立行政法人の職員 

オ 公庫等職員（国家公務員退職手当法第７条の２に規定する公庫等職員及び特別の法律

の規定により同条に規定する公庫等職員とみなされる者をいう。以下同じ。）のうち，期

末手当，勤勉手当及び期末特別手当に相当する給与の支給について，本法人の在職期間

を当該公庫等職員の職員としての在職期間に通算することとしており，かつ，基準日に

相当する日前に当該公庫等を退職し，その退職に引き続き本法人の職員となった場合に，

当該職員に対して期末手当，勤勉手当及び期末特別手当に相当する給与を支給しないこ

ととしている職員（人事交流によるものであり，かつ，学長が認めた場合。） 

カ 地方公務員のうち，期末手当，勤勉手当及び期末特別手当に相当する給与の支給につ

いて，本法人の在職期間を地方公務員としての在職期間に通算することを認めているも

の 

２  前項の期間の算定については，前条第２項の規定を準用する。 

 

（役職段階別加算職員の指定） 

第６条  給与規程第２８条第２項第２号に規定する役職段階別加算表の職員欄の「別に定める職

員」は，次の各号に掲げる職員とする。 

（１） 一般職本給表（二）の職務の級３級，教育職本給表（一）の職務の級２級，教育職本

給表（二）の職務の級２級，教育職本給表（三）の職務の級２級，医療職本給表（二）

の職務の級２級又は医療職本給表（三）の職務の級２級の職員で基準日現在（基準日前

１か月以内に退職し，若しくは解雇された職員又は死亡した職員にあっては，退職し，

若しくは解雇された，又は死亡した日現在）の経験年数（国立大学法人大分大学職員の

初任給，昇格，昇給等の基準に関する細則（平成１７年細則第３号）第５条に規定する

級別資格基準表の適用に係る職員の経験年数（同細則第７条の規定に基づき経験年数の

調整を受ける職員にあっては，同条の規定による調整前の経験年数）をいう。）が，次の

表に掲げる職員の区分に対応する同表の年数欄に掲げる年数以上であるもの。 

職  員 年  数 

一般職（二）３級の技能職員 

（自動車運転手を除く） 

 ２５年（中学卒） 

一般職（二）３級の技能職員 

（自動車運転手） 

２０年（運転免許取得） 



一般職（二）３級の労務職員  ４０年（中学卒）又は 

 在職期間２０年 

教育職（一）２級の職員 ５年（修士課程修了） 

教育職（二）２級の職員 １２年（大学卒） 

教育職（三）２級の職員 １２年（大学卒） 

医療職（一）２級の職員 １５年（短大３卒） 

医療職（二）２級の職員 １５年（短大３卒） 

＊ 括弧書を付して示される年数は，括弧書中に規定する学歴免許等の資格を有する者に係

る年数を表すものとし，括弧書中に規定するそれぞれの学歴免許等の資格（以下「基準と

なる学歴」という。）以外の学歴免許等の資格を有する者については，次に掲げる区分に応

じ，次に掲げる年数をその者に係る年数とする。（この条において，以下同じ。） 

ａ 修学年数調整表の学歴区分欄の基準となる学歴の属する区分に対応する同表の修学年

数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から

減じた年数（以下この項において「調整年数」という。）が正となる者 基準となる学歴

を有する者に係る年数から調整年数を減じた年数 

ｂ 調整年数が０となる者 基準となる学歴を有する者に係る年数 

ｃ 調整年数が負となる者 基準となる学歴を有する者に係る年数に調整年数を加えた年

数 

２  給与規程第２８条第２項第２号に規定する役職段階別加算表の加算割合欄の「別に定める職

員」は，次の各号に掲げる者とする。 

（１） 教育職本給表（一）５級の職員 

ア  ノーベル賞，文化勲章，日本学士院賞又は日本芸術院賞を受賞した者若しくは文化功

労者に選定された者 

イ  学部長，学術情報拠点長，附属病院長その他学長が別に定める部局の長 

ウ  教育研究評議員 

エ  学科長，学術情報拠点副拠点長（医学図書館担当），診療科長，臨床検査に関する部の

長，薬剤部長，学部附属又は研究科附属の教育施設又は研究施設の長，学内共同教育研

究施設等の長，教育学部附属学校園連携統括長，厚生補導のための施設の長（ただし，

学長が指定した場合に限る。） 

オ  かつて部局長であった者  

カ  学長又は部局長が任命又は委嘱等を行う委員会等委員のうち，特に重要な事項を審議

する年４回以上開催することを通例とする委員会等（入試制度，入学者選抜，人事，労

務，予算，厚生補導等に関する委員会等をいう。）の委員である者（ただし，学長が指定

した場合に限る。） 

キ  国家行政組織法（昭和２３年法律第１２０号）第８条に規定する審議会等委員，文部

科学省内部部局に置かれる視学官及び視学委員，国立大学法人に置かれる運営諮問会議

の委員，大学共同利用機関の運営協議員会の運営協議員，大学入試センターの運営委員

及び専門委員，大学評価・学位授与機構の運営委員会の運営委員，学位審査会の審査委

員及び専門委員並びに大学評価委員会委員，専門委員及び評価員，国立学校財務センタ

ーの運営委員会運営委員（ただし，学長が指定した場合に限る。） 

ク  かつてウ又はエに掲げる者であったもの（ただし，学長が指定した場合に限る。） 

ケ  教育，研究その他の業績に対して国内外から顕彰された者又は業績，職責等が上記ま

でに掲げる者と同等であると認められる者（ただし，学長が指定した場合に限る。） 

（２） 教育職本給表（一）４級の職員 

ア  学部附属若しくは研究科附属の教育施設若しくは研究施設の長等又は学内共同教育研

究施設等の長を兼ねる准教授若しくはＵＲＡ 

イ  教授又は総括ＵＲＡである者 

ウ  ノーベル賞，文化勲章，日本学士院賞又は日本芸術院賞を受賞した者若しくは文化功

労者に選定された者 

エ  前号のエに掲げる職のいずれか一を占める者 

オ  学長又は部局長が任命又は委嘱等を行う委員会等委員のうち，特に重要な事項を審議



する年４回以上開催することを通例とする委員会等（入試制度，入学者選抜，人事，労

務，予算，厚生補導等に関する委員会等をいう。）の委員である者（ただし，学長が指定

した場合に限る。） 

カ  国家行政組織法第８条に規定する審議会等委員，文部科学省内部部局に置かれる視学

官及び視学委員，国立大学法人に置かれる運営諮問会議の委員，大学共同利用機関の運

営協議員会の運営協議員，大学入試センターの運営委員及び専門委員，大学評価・学位

授与機構の運営委員会の運営委員，学位審査会の審査委員及び専門委員並びに大学評価

委員会委員，専門委員及び評価員，国立学校財務センターの運営委員会運営委員（ただ

し，学長が指定した場合に限る。） 

キ  かつて前号のエに掲げる者であったもの（ただし，学長が指定した場合に限る。） 

ク  基準日現在の経験年数が１６年（新大４卒）以上である者で教育，研究その他の業績

に対して国内外から顕彰された者又は業績，職責等が上記までに掲げる者と同等である

と認められる者（ただし，学長が指定した場合に限る。） 

（３） 前二号における定数枠は，次に定めるとおりとする。 

ア  第１号に規定する職員については，各年度６月１日現在における指定職の適用を受け

る職員（学長及び事務局長を除く。）及び教育職本給表（一）５級である職員の合計数か

ら指定職の適用を受ける部局長の数を減じた数に対し，１００分の４０を乗じて得られ

る数に，指定職の適用を受ける部局長の数を加えた数から指定職の適用を受ける職員（学

長及び事務局長を除く。）の数を減じた数 

イ  第２号に規定する職員については，各年度６月１日現在における教育職本給表（一）

４級である職員数に対し，１００分の２０を乗じて得られる数 

ウ  上記ア及びイの結果得られる数については，小数点以下の端数は切り捨てるものとす

る。 

（４） 教育職本給表（一）１級の職員 

ア  基準日現在の経験年数が２０年（大学４卒）以上の職員 

イ  基準日現在の経験年数が１５年（大学４卒）以上２０年（大学４卒）未満の職員（特

別の知識，経験，技能等を有する職員に限る。）で，博士の学位を有する者（博士の学位

を有する者に匹敵する業績を有すると認められる者を含む。）のうち学長が認めるもの 

（５） 教育職本給表（二）２級の職員 

基準日現在の経験年数が３０年（大学４卒）以上の職員 

（６） 教育職本給表（三）２級の職員 

基準日現在の経験年数が３０年（大学４卒）以上の職員 

 

（一時差止処分に係る在職期間） 

第７条  給与規程第２８条第４項及び第５項に規定する在職期間は，職員として在職した期間と

する。 

２  第５条第１項第１号アからオまでに掲げる者及び同項第２号アからカまでに掲げる者が引き

続き職員となった場合は，それらの者として在職した期間は，前項の在職期間とみなす。 

 

（一時差止処分の手続） 

第８条  学長は，給与規程第２８条第５項の規定による一時差止処分（以下「一時差止処分」と

いう。）を行った場合には，当該一時差止処分を受けた者に対して，次に掲げる事項を記載した

文書を交付するものとする。 

（１） 「一時差止処分書」の文字 

（２） 被処分者の氏名 

（３） 一時差止処分の内容 

「ア（根拠条項を表示する。）により，イ（期末手当等の種類を表示する。）の支給を一

時差し止める。」 

（４） 一時差止処分を発令した日付 

（５） 「国立大学法人大分大学長」並びに「氏名」及び「法人格印」 

 



（一時差止処分の取消しの申立ての手続等） 

第９条  給与規程第２８条第５項の規定による一時差止処分の取消しの申立ては，その理由を明

示した書面で，学長に対して行わなければならない。 

 

（一時差止処分の取消しの通知） 

第１０条  学長は，一時差止処分を取り消した場合は，当該一時差止処分を受けた者に対し，速

やかに，理由を付してその旨を書面で通知するものとする。 

 

（勤勉手当の支給を受ける職員） 

第１１条  給与規程第２９条第１項の規定により，勤勉手当の支給を受ける職員は，同項に規定

するそれぞれの基準日に在職する職員のうち，次に掲げる職員以外の職員とする。 

（１） 休職にされている者（第４条第２項第３号イの休職者を除く。） 

（２） 第２条第３号から第５号までに規定する職員 

（３） 派遣職員 

（４） 育児休業規程により育児休業をしている職員のうち，基準日以前６か月以内の期間に

おいて勤務した期間がない職員 

（５） 介護休業規程により介護休業をしている職員のうち，基準日以前６か月以内の期間に

おいて勤務した期間がない職員 

（６） 交流派遣職員 

（７） 第２条第９号に規定する職員 

 

第１２条  給与規程第２９条第１項の「別に定める職員」は，次に掲げる職員とし，これらの職

員には，勤勉手当を支給しない。ただし，第２号に規定する者のうち，勤勉手当に相当する手

当が支給されない国家公務員については，この限りでない。 

（１） 指定職本給表の職員 

（２） その退職し，若しくは解雇され，又は死亡した日において，前条各号のいずれかに該

当する職員であった者 

（３） 第３条第２号及び第３号に規定する者 

 

（勤勉手当の支給割合） 

第１３条 給与規程第２９条第２項に規定する勤勉手当の支給割合は，次条に規定する職員の在

職期間による割合（以下同条において「期間率」という。）に第１７条に規定する職員の勤務成

績による割合（以下同条において「成績率」という。）を乗じて得た割合とする。 

 

（勤勉手当の期間率） 

第１４条  期間率は，基準日以前６か月以内の期間における職員の在職期間の区分に応じて，次

の表に定める割合とする。 

在  職  期  間 割    合 

６か月 １００分の１００ 

５か月１５日以上６か月未満 １００分の９５ 

５か月以上５か月１５日未満 １００分の９０ 

４か月１５日以上５か月未満 １００分の８０ 

４か月以上４か月１５日未満 １００分の７０ 

３か月１５日以上４か月未満 １００分の６０ 

３か月以上３か月１５日未満 １００分の５０ 

２か月１５日以上３か月未満 １００分の４０ 

２か月以上２か月１５日未満 １００分の３０ 

１か月１５日以上２か月未満 １００分の２０ 

１か月以上１か月１５日未満 １００分の１５ 

１５日以上１か月未満 １００分の１０ 



１５日未満 １００分の５ 

０ ０ 

 

（勤勉手当に係る在職期間） 

第１５条  前条に規定する在職期間は，職員として在職した期間とする。 

２  前項の期間の算定については，次の各号に掲げる期間を除算する。 

（１） 第２条第３号から第５号までに規定する職員（同条第４号に規定する職員については，

勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。）として在職した期間 

（２） 育児休業規程により育児休業（次に掲げる育児休業を除く。）をしている職員，介護休

業規程により介護休業をしている職員（当該介護休業期間（当該期間が二以上ある場合

は，その期間を合算した期間）が１か月以内である職員を除く。）及び第２条第９号に規

定する職員として在職した期間 

  ア 子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い日から起算して８週間を経過する日の翌日

までの期間に取得した育児休業であって，当該育児休業の承認を受けた期間（当該期間

が二以上ある場合は，その期間を合算した期間）が１か月以内である育児休業 

イ 子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い日から起算して８週間を経過する日の翌日

より後の期間に取得した育児休業であって，当該育児休業の承認を受けた期間（当該期

間が二以上ある場合は，その期間を合算した期間）が１か月以内である育児休業 

 （３） 休職にされていた期間（次に掲げる期間を除く。）  

ア  業務上の傷病（通勤災害によるものを含む。）による休職の期間及び結核性疾患による

休職の期間 

イ  その他特別の事由により休職にすることが適当と認められる休職期間のうち特に学長

が認める期間 

（４） 給与規程第３６条の規定により給与を減額された期間 

（５） 負傷又は疾病（業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法（昭和２２

年法律第５０号）第７条第２項に規定する通勤による負傷若しくは疾病（派遣職員の派

遣先又は交流派遣職員の派遣先企業の業務上の負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保

険法第７条第２項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。）を除く。）により勤

務しなかった期間が，国立大学法人大分大学職員の勤務時間，休日，休暇等に関する規

程（平成１６年規程第２１号）第９条に規定する休日を除いた日が３０日を超える場合

には，その勤務しなかった全期間 

（６） 育児休業規程の定めによる部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が３０日を超

える場合には，その勤務しなかった全期間 

（７） 介護休業規程の定めによる部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が３０日を超

える場合には，その勤務しなかった全期間 

（８） 基準日以前６か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には，前各号の規定にか

かわらず，その全期間（業務傷病等，特別休暇，年次休暇等により全期間勤務しなかっ

た場合も，これに該当する。） 

 

第１６条  第５条第１項の規定は，前条に規定する職員として在職した期間の算定について準用

する。 

２  前項の期間の算定については，前条第２項各号に規定する期間に相当する期間を除算する。 

 

（勤勉手当の成績率） 
第１７条  成績率は，当該職員の勤務成績を考慮の上，当該職員が次の各号のいずれかに該当す

るかに応じ，当該各号に規定する割合の範囲内で学長が定める。 
（１） 基準日以前６か月以内の期間（以下「評定期間」という。）における勤務成績が特に優

秀な職員 １００分の１４６．２５（特定幹部職員にあっては，１００分の１７０．２

５） 
（２） 評定期間における勤務成績が優秀な職員（前号に該当する職員を除く。） １００分の

１１４．４（特定幹部職員にあっては，１００分の１３７．４） 



（３） 評定期間における勤務成績が良好な職員（前二号に該当する職員を除く。） １００分

の１０２．５（特定幹部職員にあっては，１００分の１２２．５） 
（４） 評定期間において就業規則第６４条の規定による懲戒処分を受けた職員   

ア  停職の処分を受けた職員 １００分の３９（特定幹部職員にあっては，１００分の３

２．５） 
イ  減給の処分を受けた職員（アに該当する職員を除く。） １００分の４９．５（特定幹

部職員にあっては，１００分の５３） 
ウ  戒告の処分を受けた職員（ア及びイに該当する職員を除く。） １００分の６０（特定

幹部職員にあっては，１００分の７５） 
（５） 前四号に掲げる職員以外の職員  評定期間において訓告若しくは厳重注意を受けた職

員又は勤務成績が良好でない職員 １００分の６８．２（特定幹部職員にあっては，１

００分の８８．２） 
 

（優秀者等の選考） 

第１８条  前条第１号及び第２号に定める職員は，評定期間における期間率が１００分の１００

未満の職員を除く職員の中から，次に掲げる方法により選考する。 

（１） 特定幹部職員については，学長が選考する。 

（２） 前号以外の職員については，部局長等の推薦に基づき，学長が選考する。 

２  前条第２号に定める職員に係る推薦数は，各部局等の現在員（６月期にあっては，４月１日，

１２月期にあっては１０月１日）の２５％を超えないものとする。 

３  前条第１号に定める職員に係る推薦数は，前項で得られた数の内数とする。  

４  第１項に規定する選考方法等は，学長が別に定める。 

 

（期末特別手当の支給を受ける職員） 

第１９条  給与規程第３０条第１項の規定により期末特別手当の支給を受ける職員は，同項に規

定するそれぞれの基準日に在職する指定職本給表の適用を受ける職員のうち，次に掲げる職員

以外の職員とする。 

（１） 第２条第１号から第３号までに規定する職員 

（２） 育児休業規程により育児休業をしている職員のうち，基準日以前６か月以内の期間に

おいて勤務した期間がない職員 

（３） 介護休業規程により介護休業をしている職員のうち，基準日以前６か月以内の期間に

おいて勤務した期間がない職員 

（４） 交流派遣職員 

 

第２０条  給与規程第３０条第１項の別に定める職員は，次に掲げる職員とし，これらの職員に

は，期末特別手当を支給しない。 

（１） その退職し，若しくは解雇され，又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当

する職員であった者 

（２） 第３条第２号及び第３号に掲げる者 

 

第２１条  期末特別手当について給与規程第３２条第６項ただし書の別に定める職員は，前条第

２号に規定する職員とし，これらの職員には期末特別手当を支給しない。 

 

（期末特別手当に係る在職期間） 

第２２条  給与規程第３０条第２項に規定する在職期間は，職員として在職した期間とする。 

２  第４条第２項及び第５条の規定は，前項の期間の算定について準用する。 

 

（期間の計算について） 

第２３条  第４条，第５条，第１５条，第１６条及び前条の期間の計算については，次に定める

ところによる。 

（１） 月により期間を計算する場合は，民法（明治２９年法律第８９号）第１４３条の例に



より，応答日の前日をもって１月として計算する。 

（２） １月に満たない期間が２以上ある場合は，これらの期間を合算するものとし，これら

の期間の計算については，日を月に換算する場合は３０日をもって１月とし，時間を日

に換算する場合は７時間４５分をもって１日とする。 

（３） 第１５条第２項第５号に規定する「勤務しなかった期間」とは，病気休暇の期間及び

就業禁止（伝染性疾患の患者又は伝染性疾患の病原体の保有者である職員のうち，他の

職員に感染のおそれが高いと認められる職員についてやむを得ないと認める場合）の期

間をいう。ただし，事後措置としての軽勤務のための時間単位の病気休暇及び生理日の

就業が著しく困難なため病気休暇の承認を得て勤務しなかった者についての病気休暇は

含まれない。 

 

（端数計算） 

第２４条  給与規程第２８条第２項の期末手当基礎額，同規程第２９条第２項の勤勉手当基礎額

又は同規程第３０条第２項の期末特別手当基礎額に１円未満の端数を生じたときは，これを切

り捨てるものとする。 

 

附  則 

 （施行期日） 

１ この細則は，平成１６年４月１日から施行する。 

（平成２７年６月期の勤勉手当の成績率の特例） 

２ 平成２７年６月期の勤勉手当の成績率については，第１７条第１号中「１００分の１０４．

５（特定幹部職員にあっては，１００分の１２９．５）」とあるのは「１００分の１０６．５（特

定幹部職員にあっては，１００分の１３１．５）」と，第２号中「１００分の８６．５（特定幹

部職員にあっては，１００分の１１１．５）」とあるのは「１００分の８８．５（特定幹部職員

にあっては，１００分の１１３．５）」と，第３号中「１００分の７５（特定幹部職員にあって

は，１００分の９５）」とあるのは「１００分の７７（特定幹部職員にあっては，１００分の９

７）」と読み替えて適用する。 

 

附  則（平成１７年細則第１０号） 
この細則は，平成１７年１２月１日から施行する。 
 

附  則（平成１８年細則第１５号） 
この細則は，平成１８年４月１日から施行する。 

 

附  則（平成１８年細則第４２号） 
この細則は，平成１８年１０月１７日から施行する。 

 
附  則（平成１９年細則第７号） 

この細則は，平成１９年４月１日から施行する。 

 
   附 則（平成１９年細則第２７号） 
 （施行期日） 
１ この細則は，平成１９年１２月２５日から施行し，この細則による改正後の国立大学法人大

分大学期末手当，勤勉手当及び期末特別手当支給細則（以下「新細則」という。）の規定は，平

成１９年１２月１日から適用する。 
 （勤勉手当の成績率に関する特例） 
２ 平成２０年３月３１日までの間においては，新細則第１７条第１項第１号中「１００分の１

００」とあるのは「１００分の１０２．５」と，「１００分の１２５」とあるのは「１００分の

１２７．５」と，同項第２号中「１００分の８５」とあるのは「１００分の８７．５」と，「１

００分の１１０」とあるのは「１００分の１１２．５」と，同項第３号中「１００分の７５」

とあるのは「１００分の７７．５」と，「１００分の９５」とあるのは「１００分の９７．５」



と，同項第５号中「１００分の６５」とあるのは「１００分の６７．５」と，「１００分の８５」

とあるのは「１００分の８７．５」とする。 
 

   附 則（平成２０年細則第８号） 
 この細則は，平成２０年４月１日から施行する。 
 

附 則（平成２１年細則第６号） 
この細則は，平成２１年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２１年細則第３１号） 
 （施行期日） 
１ この細則は，平成２１年６月１日から施行する。 

（平成２１年６月期の勤勉手当の成績率の特例） 
２ 平成２１年６月期においては，第１７条第１項第１号中「１００分の１００（特定幹部職員

にあっては，１００分の１２５）」を「１００分の９５（特定幹部職員にあっては，１００分の

１１５）」に，同項第２号中「１００分の８５（特定幹部職員にあっては，１００分の１１０）」

を「１００分の８０（特定幹部職員にあっては，１００分の１００）」に，同項第３号中「１０

０分の７５（特定幹部職員にあっては，１００分の９５）」を「１００分の７０（特定幹部職員

にあっては，１００分の８５）」に，同項第４号ア中「１００分の３７．５（特定幹部職員にあ

っては，１００分の３２．５）」を「１００分の３２．５（特定幹部職員にあっては，１００分

の２２．５）」に，同項第４号イ中「１００分の４７．５（特定幹部職員にあっては，１００分

の５２．５）」を「１００分の４２．５（特定幹部職員にあっては，１００分の４２．５）」に，

同項第４号ウ中「１００分の５７．５（特定幹部職員にあっては，１００分の７２．５）」を「１

００分の５２．５（特定幹部職員にあっては，１００分の６２．５）」に，同項第５号中「１０

０分の６５（特定幹部職員にあっては，１００分の８５）」を「１００分の６０（特定幹部職員

にあっては，１００分の７５）」に，同条第２項中「６月に支給する場合においては１００分の

３５」を「６月に支給する場合においては１００分の３０」に読み替えて適用する。 
 

附 則（平成２１年細則第４５号） 
（施行期日） 

１ この細則は，平成２１年１２月１日から施行する。 
（平成２１年１２月期の勤勉手当の成績率の特例） 

２ 平成２１年１２月期においては，改正後の第１７条第１項第２号中「１００分の８０」を「１

００分の８５」に，読み替えて適用する。 
 

   附 則（平成２２年細則第７号） 
 この細則は，平成２２年４月１日から施行する。 
 

附 則（平成２２年細則第１７号） 
 この細則は，平成２２年６月１日から施行する。 
 

附 則（平成２２年細則第２３号） 
（施行期日） 

１ この細則は，平成２２年１２月１日から施行する。 
（平成２２年１２月期の勤勉手当の成績率の特例） 

２ 平成２２年１２月期においては， 第１７条について，第１項第１号中「１００分の９２．５

（特定幹部職員にあっては，１００分の１１７．５）」を「１００分の９０（特定幹部職員にあ

っては，１００分の１１５）」に，第１項第２号中「１００分の７７．５（特定幹部職員にあっ

ては，１００分の１０２．５）」を「１００分の７５（特定幹部職員にあっては，１００分の１

００）」に，第１項第３号中「１００分の６７．５（特定幹部職員にあっては，１００分の８７．

５）」を「１００分の６５（特定幹部職員にあっては，１００分の８５）」に，第１項第４号ア



中「１００分の３０（特定幹部職員にあっては，１００分の２５）」を「１００分の２７．５（特

定幹部職員にあっては，１００分の２２．５）」に，第１項第４号イ中「１００分の４０（特定

幹部職員にあっては，１００分の４５）」を「１００分の３７．５（特定幹部職員にあっては，

１００分の４２．５）」に，第１項第４号ウ中「１００分の５０（特定幹部職員にあっては，１

００分の６５）」を「１００分の４７．５（特定幹部職員にあっては，１００分の６２．５）」

に，第１項第５号中「１００分の５７．５（特定幹部職員にあっては，１００分の７７．５）」

を「１００分の５５（特定幹部職員にあっては，１００分の７５）」に，第２項中「１００分の

３２．５」を「１００分の３０」に，読み替えて適用する。 
 

附 則（平成２４年細則第２８号） 
 （施行期日） 
１ この細則は，平成２４年１２月１日から施行する。 
 （平成２４年１２月期の特例） 
２ 平成２４年１２月期における第１７条及び第１８条第２項に定める成績率及び推薦数につい 

ては，同条及び同項の規定にかかわらず，学長が別に定める。 
 

附 則（平成２６年細則第１４号） 

１ この細則は，平成２７年１月１日から施行し，この細則による改正後の国立大学法人大分大

学期末手当，勤勉手当及び期末特別手当支給細則（以下「新細則」という。）の規定は，平成２

６年１２月１日から適用する。 

 （差額の支給） 

２ 平成２７年１月１日に在職する職員で，新細則の適用により，改正前の国立大学法人大分大

学期末手当，勤勉手当及び期末特別手当支給細則に基づき既に支給された給与との間に差額の

生じるものに対しては，施行日以降の給与の最初の支給日にその差額を支給する。 

 

附 則（平成２６年細則第１８号） 

 この細則は，平成２７年４月１日から施行する。 

 

附  則（平成２７年細則第１２号） 

 この細則は，平成２７年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成２７年細則第４１号） 
 この細則は，平成２７年６月１日から施行する。 
 

附 則（平成２８年細則第５号） 
１ この細則は，平成２８年３月１日から施行し，この細則による改正後の国立大学法人大分大

学期末手当，勤勉手当及び期末特別手当支給細則（以下「新細則」という。）の規定は，平成２

７年１２月１日から適用する。 
 （差額の支給） 

２ 平成２８年３月１日に在職する職員で，新細則の適用により，改正前の国立大学法人大分大

学期末手当，勤勉手当及び期末特別手当支給細則に基づき既に支給された給与との間に差額の

生じるものに対しては，施行日以降の給与の最初の支給日にその差額を支給する。 
 

附 則（平成２８年細則第６号） 
この細則は，平成２８年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２８年細則第１８号） 

この細則は，平成２８年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２８年細則第３３号） 
（施行期日） 



１ この細則は，平成２９年１月１日から施行し，この細則による改正後の国立大学法人大分大

学期末手当，勤勉手当及び期末特別手当支給細則（以下「新細則」という。）の規定は，第１５

条を除き，平成２８年１２月１日から適用する。 
 （差額の支給） 

２ 平成２９年１月１日に在職する職員で，新細則の適用により，改正前の国立大学法人大分大

学期末手当，勤勉手当及び期末特別手当支給細則に基づき既に支給された給与との間に差額の

生じるものに対しては，施行日以降の給与の最初の支給日にその差額を支給する。 

 

附 則（平成２８年細則第３４号） 
この細則は，平成２９年４月１日から施行する。 

 
附 則（平成２９年細則第９号） 

この細則は，平成２９年４月１日から施行する。 
 

附 則（平成２９年細則第２４号） 
１ この細則は，平成３０年１月１日から施行し，この細則による改正後の国立大学法人大分大

学期末手当，勤勉手当及び期末特別手当支給細則（以下「新細則」という。）の規定は，平成２

９年１２月１日から適用する。 
 （差額の支給） 

２ 平成３０年１月１日に在職する職員で，新細則の適用により改正前の国立大学法人大分大学

期末手当，勤勉手当及び期末特別手当支給細則に基づき既に支給された給与との間に差額の生

じるものに対しては，同月の給与の支給日にその差額を支給する。 

 

附 則（平成３０年細則第４号） 
この細則は，平成３０年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成３０年細則第３２号） 
 （施行期日） 
１ この細則は，平成３１年１月１日から施行し，この細則による改正後の国立大学法人大分大

学期末手当，勤勉手当及び期末特別手当支給細則（以下「新細則」という。）の規定は，平成３

０年１２月１日から適用する。 
 （差額の支給） 

２ 平成３１年１月１日に在職する職員で，新細則の適用により改正前の国立大学法人大分大学

期末手当，勤勉手当及び期末特別手当支給細則に基づき既に支給された給与との間に差額の生

じるものに対しては，同月の給与の支給日にその差額を支給する。 

 
附 則（平成３０年細則第３３号） 

この細則は，平成３１年４月１日から施行する。 
 

附 則（令和２年細則第２号） 
 （施行期日） 
１ この細則は，令和２年１月７日から施行し，この細則による改正後の国立大学法人大分大学

期末手当，勤勉手当及び期末特別手当支給細則（以下「新細則」という。）の規定は，令和元年

１２月１日から適用する。 
 （差額の支給） 

２ 令和２年１月１日に在職する職員で，新細則の適用により改正前の国立大学法人大分大学期

末手当，勤勉手当及び期末特別手当支給細則に基づき既に支給された給与との間に差額の生じ

るものに対しては，同月の給与の支給日にその差額を支給する。 

 
附 則（令和２年細則第１０号） 

この細則は，令和２年４月１日から施行する。 



 

附 則（令和４年細則第６号） 
この細則は，令和４年４月１日から施行する。 

 
附 則（令和４年細則第２９号） 

この細則は，令和４年９月２６日から施行する。 
 

附 則（令和５年細則第１４号） 

（施行期日） 

１ この細則は，令和５年３月２８日から施行し，この細則による改正後の国立大学法人大分大

学期末手当，勤勉手当及び期末特別手当支給細則（以下「新細則」という。）の規定は，令和４

年１２月１日から適用する。 

（令和４年１２月期の勤勉手当の成績率の特例） 

２ 令和４年１２月期においては，第１７条第１号中「１００分の１３９（特定幹部職員にあっ

ては，１００分の１６３）」を「１００分の１４２．５（特定幹部職員にあっては，１００分の

１６６．５）」に，第２号中「１００分の１０９．９（特定幹部職員にあっては，１００分の１

３２．９）」を「１００分の１１１．９（特定幹部職員にあっては，１００分の１３４．９）」

に，第３号中「１００分の９７．５（特定幹部職員にあっては，１００分の１１７．５）」を「１

００分の１００（特定幹部職員にあっては，１００分の１２０）」に，読み替えて適用する。 

 （差額の支給） 

３ 令和５年３月２８日に在職する職員で，新細則の適用により改正前の国立大学法人大分大学

期末手当，勤勉手当及び期末特別手当支給細則に基づき既に支給された給与との間に差額の生

じるものに対しては，翌月の給与の支給日にその差額を支給する。 

 

附 則（令和５年細則第２３号） 

 （施行期日） 

１ この細則は，令和６年１月１日から施行し，この細則による改正後の国立大学法人大分大学

期末手当，勤勉手当及び期末特別手当支給細則（以下「新細則」という。）の規定は，令和５年

１２月１日から適用する。 

（令和５年１２月期の勤勉手当の成績率の特例） 

２ 令和５年１２月期においては，第１７条第１号中「１００分の１４２．５（特定幹部職員に

あっては，１００分の１６６．５）」を「１００分の１４６（特定幹部職員にあっては，１００

分の１７０）」に，第２号中「１００分の１１１．９（特定幹部職員にあっては，１００分の１

３４．９）」を「１００分の１１３．９（特定幹部職員にあっては，１００分の１３６．９）」

に，第３号中「１００分の１００（特定幹部職員にあっては，１００分の１２０）」を「１００

分の１０２．５（特定幹部職員にあっては，１００分の１２２．５）」に，読み替えて適用する。 

 （差額の支給） 

３ 令和６年１月１日に在職する職員で，新細則の適用により改正前の国立大学法人大分大学期

末手当，勤勉手当及び期末特別手当支給細則に基づき既に支給された給与との間に差額の生じ

るものに対しては，同月の給与の支給日にその差額を支給する。 

 

附 則（令和６年細則第１１号） 

 （施行期日） 

１ この細則は，令和６年３月２６日から施行し，この細則による改正後の国立大学法人大分大

学期末手当，勤勉手当及び期末特別手当支給細則（以下「新細則」という。）の規定は，令和５

年１２月１日から適用する。 

（差額の支給） 

２ 令和６年３月２６日に在職する職員で，新細則の適用により改正前の国立大学法人大分大学

期末手当，勤勉手当及び期末特別手当支給細則に基づき既に支給された給与との間に差額の生

じるものに対しては，翌月の給与の支給日にその差額を支給する。 

（令和５年１２月期の勤勉手当の成績率の特例） 



３ 令和５年１２月期においては，第１７条第１号中「１００分の１４６．２５（特定幹部職員

にあっては，１００分の１７０．２５）」を「１００分の１５３．５（特定幹部職員にあっては，

１００分の１７７．５）」に，第２号中「１００分の１１４．４（特定幹部職員にあっては，１

００分の１３７．４）」を「１００分の１１８．９（特定幹部職員にあっては，１００分の１４

１．９）」に，第３号中「１００分の１０２．５（特定幹部職員にあっては，１００分の１２２．

５）」を「１００分の１０７．５（特定幹部職員にあっては，１００分の１２７．５）」に，読

み替えて適用する。 


